
平成２６年３月１日 

補助犬診療費助成制度について     

 

 一般社団法人愛媛県開業獣医師会（ベッツ-えひめ）は、平成２３年３月に設立した

動物病院開業者獣医師の法人です。当法人は、「人と動物がよりよく暮らしていくため

のサポート」をするために、様々な社会貢献活動をしておりますが、そのひとつに「補

助犬診療費助成制度」があります。 

 ほじょ犬（身体障害者補助犬）とは、目や耳や手足に障害のある方の生活をお手伝い

する、「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」のことを指しますが、これら補助犬が障害のあ

る方のよきパートナーとして、末永く健康で楽しく過ごせるよう、補助犬の健康管理に

欠かせない予防費並びに治療費の一部を補助する制度です。 

 この制度を利用するにあたっては、愛媛県下にお住まいで、厚生労働省令で定める書

類（身体障害者補助犬健康管理手帳と、盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証）

を所持している方が、助成対象となっております。 

・掛かり付け獣医師が、本会会員で有る無しに関わらず、申請が可能です。 

・補助犬診療費助成制度の利用方法には、２つの方法があります。 

・まずユーザーさんご自身が、本会事務局で申請していただく方法。 

・ユーザーさんが直接、掛かり付け動物病院でしていただく方法。 

・申請には、厚生省令で定める身分証明書を提示（コピーの提示）するだけで受け付

けております。 

・受付方法は、本会事務局に証明書のコピー持参、又はメールによる証明書コピーの

送付となります。 

・もしくは動物病院の獣医師からの申請（証明書コピーのＦＡＸ送信） 

・かかりつけ獣医師に助成制度を説明が出来ない場合は、申し出て頂ければ、ベッツ

-えひめで説明を致します。但し、その際、かかりつけ獣医師が本会の制度にご理

解して頂けないようであれば、助成制度が利用できないことがありますので、念の

ため申し添えます。 

 ・助成制度が利用可能になり次第、本会から、かかりつけ獣医師に「診療助成券」を

送付致します。この時点で利用可能となります。 

 助成金額は、１年間（１月１日から１２月３１日）の支払総額が２５,０００円迄と

させて頂きます。使用内容は、健康診断・予防・治療等ご自由となっております。 

 又、診療助成金は、１枚５００円の金券となっておりお釣りが出ませんので、４９９

円以下の端数については、各動物病院で処理して頂きますが、その際に端数金額を請求

されましたら、お支払い方、宜しくお願い致します。 

  



尚、助成制度に賛同して頂きました獣医師さんには、別途関係書類を送付し、改めてこ

の制度のご理解とご協力をお願いしております。 

分からないことがありましたら、本会事務所または担当者までお尋ねください。 
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